
栗山町に住宅を取得し移住される

若者・子育て世帯を支援します！

最高３０万円まで中古住宅取得助成

町外に居住する４０歳未満の方、もしくは中学生以下の子と同居されている方が栗山町内で住宅を取得し、

移住される場合に住宅取得に係る費用の一部を助成します。

事業概要

すべての すべてのs

①栗山町外に居住されている方が、栗山町内に移住目的で中古住宅を購入し、令和5年4月1日～

令和9年3月31日までに住民登録をされた方。

②住民登録をされた日（転入日）において、住宅を取得された方の年齢が40歳未満、もしくは申請時に

おいて中学生以下の子と同居されている方。

③取得した住宅に５年以上居住する見込みの方。（５年未満で当該住宅に居住しなくなった場合などは

返還となる場合があります）

④住民登録をされた日（転入日）前3年間において、栗山町に居住されていない方。

⑤取得した住宅に居住される方全員が税金等の滞納がないこと。

※住宅の名義が共有の場合は、所有権割合が５割以上有している方。（２人いる場合はどちらか一方）

助成対象者

①栗山町内に所在する自己の居住する家屋で、居住用床面積が50平方メートル以上の建物。

店舗や事務所等がある併用住宅の場合は、床面積の２分の１以上が居住用で、かつ50平方メートル

以上の面積がある建物。

②３親等以内の親族から購入した住宅ではないこと。

③土地代を含む取得費用（税抜き）が100万円以上の建物。

助成対象住宅

■栗山町若者移住促進事業（住宅取得費用助成事業）の概要■

土地代を含む購入費用（税抜き）の１０％以内で上限が３０万円

助成額助成額

すべての条件を満たす方が対象です。



※１【提出書類】・・・事前申込書（交付申請の一カ月前までに）
　

※２【提出書類】・・・交付申請書、誓約書、同意書、住宅取得に係る契約証の写し、住宅取得費用の領収書の写し、
　　　　　　　　　　　　 住宅図面(位置図・配置図・平面図）、住宅写真、検査済証の写し又は引渡完了証の写し、住宅
　　　　　　　　　　　　 に居住する者の全員の住民票の写し、登記事項証明書の写し

※３【提出書類】・・・交付請求書

住宅請負契約または購入契約の締

１
年
以
内

１
年
以
内

住宅の取得（引渡）

住宅取得代金の支払い

事前申込

助成金の請求

交付決定

助成金交付申請

居住(住民登録） 転入日 登記

助成金の受領

事前申込

居住(住民登録） 転入日

住宅請負契約または購入契約の締

住宅取得代金の支払い

住宅の取得（引渡）登記

申請から交付までの流れ

住宅取得→転入の場合

３ヶ月以内 ３ヶ月以内

※１

転入→住宅取得の場合

※１

※２

※３


